
福
岡
県
公
害
防
止
等
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
福
岡
県
規
則
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

新
旧
対
照
表 

 

改 

正 

後 
 

改 

正 

前 

（
特
定
施
設
） 

（
特
定
施
設
） 

第
四
条 

条
例
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
は 

 
 
 

、
汚

水
及
び
騒
音
に
係
る
施
設
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ 

 
 
 
 
 
 

別
表

第
一
の
一
及
び
別
表
第
二
の
一
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。 

第
四
条 

条
例
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
は
、
ば
い
煙
、
汚

水
及
び
騒
音
に
係
る
施
設
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
一
上
欄
、
別
表

第
二
の
一
及
び
別
表
第
三
の
一
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。 

 

（
届
出
） 

 

（
届
出
） 

第
五
条 

条
例
第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
又
は
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
表
第

三
の
上
欄
に
掲
げ
る
届
出
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
当
該
中

欄
に
掲
げ
る
届
出
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
条
例
第
七
条
第
二
項
（
条
例
第
八
条
第
二
項
又
は
第
九
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め

る
添
付
書
類
は
、
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

第
五
条 

条
例
第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
又
は
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
表
第

四
の
上
欄
に
掲
げ
る
届
出
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
当
該
中

欄
に
掲
げ
る
届
出
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
条
例
第
七
条
第
二
項
（
条
例
第
八
条
第
二
項
又
は
第
九
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め

る
添
付
書
類
は
、
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

（
削
除
） 

第
七
条 

削
除 

第
七
条 

（
略
） 

第
八
条 
（
略
） 

 

（
ば
い
煙
に
係
る
排
出
基
準
） 

（
削
除
） 

第
九
条 

条
例
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ば
い
煙
に
係
る
排
出
基
準

は
、
別
表
第
一
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

 

（
排
出
口
の
高
さ
の
補
正
） 

（
削
除
） 

第
十
条 

条
例
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
排
出
口
の
高
さ
の

補
正
は
、
別
表
第
一
下
欄
に
示
す
算
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
ば
い
煙
量
の
測
定
方
法
） 

（
削
除
） 

第
十
一
条 

条
例
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
ば
い
煙
の
量
の
測
定
方
法
は

、
別
表
第
一
の
備
考
第
二
号
に
掲
げ
る
測
定
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
。 

 

２ 

前
項
の
測
定
の
結
果
は
、
測
定
記
録
表
（
様
式
第
六
号
）
に
よ
り
記

録
し
、
そ
の
記
録
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
百
七
条
の
登
録
を
受
け
た

者
か
ら
当
該
測
定
に
係
る
測
定
者
の
氏
名
、
測
定
年
月
日
、
測
定
箇
所

、
測
定
方
法
及
び
ば
い
煙
濃
度
の
測
定
結
果
に
つ
い
て
証
明
す
る
旨
を

記
載
し
た
同
法
第
百
十
条
の
二
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
場
合
に
は

、
当
該
証
明
書
の
記
載
を
も
っ
て
、
様
式
第
六
号
に
よ
る
測
定
記
録
表

（
ば
い
煙
）
の
記
録
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
排
水
基
準
） 

（
排
水
基
準
） 

第
八
条 

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
排
出
水
の
汚
染
状
態
に

係
る
排
水
基
準
は
、
別
表
第
一
の
二
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

第
十
二
条 

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
排
出
水
の
汚
染
状
態

に
係
る
排
水
基
準
は
、
別
表
第
二
の
二
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

（
排
出
水
の
汚
染
状
態
の
測
定
方
法
） 

（
排
出
水
の
汚
染
状
態
の
測
定
方
法
） 

第
九
条 

条
例
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
排
出
水
の
汚
染
状
態

等
の
測
定
の
方
法
は
、
工
場
又
は
事
業
場
の
排
水
基
準
に
定
め
ら
れ
た

事
項
に
つ
い
て
、
別
表
第
一
の
二
の
イ
の
備
考
第
一
号
及
び
別
表
第
一

の
二
の
ロ
の
備
考
第
一
号
に
掲
げ
る
検
定
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。 

２ 

前
項
の
測
定
の
結
果
は
、
測
定
記
録
表
（
様
式
第
五
号
）
に
よ
り
記

第
十
三
条 

条
例
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
排
出
水
の
汚
染
状

態
等
の
測
定
の
方
法
は
、
工
場
又
は
事
業
場
の
排
水
基
準
に
定
め
ら
れ

た
事
項
に
つ
い
て
、
別
表
第
二
の
二
の
イ
の
備
考
第
一
号
及
び
別
表
第

二
の
二
の
ロ
の
備
考
第
一
号
に
掲
げ
る
検
定
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
。 

２ 

前
項
の
測
定
の
結
果
は
、
測
定
記
録
表
（
様
式
第
六
号
）
に
よ
り
記



 

改 

正 

後 
 

改 

正 

前 
録
し
、
そ
の
記
録
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

計
量
法
第
百
七
条
の
登
録
を
受
け
た
者
か
ら
様
式
第
六
号
の
採
水
者
、

分
析
者
及
び
測
定
項
目
の
欄
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
証
明
す
る

旨
を
記
載
し
た
同
法
第
百
十
条
の
二
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
場
合

（
同
法
第
百
七
条
た
だ
し
書
に
定
め
る
者
か
ら
当
該
証
明
書
に
相
当
す

る
書
面
の
交
付
を
受
け
た
場
合
を
含
む
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
項

の
測
定
記
録
表
（
排
出
水
）
へ
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

録
し
、
そ
の
記
録
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

計
量
法
第
百
七
条
の
登
録
を
受
け
た
者
か
ら
様
式
第
六
号
の
採
水
者
、

分
析
者
及
び
測
定
項
目
の
欄
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
証
明
す
る

旨
を
記
載
し
た
同
法
第
百
十
条
の
二
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
場
合

（
同
法
第
百
七
条
た
だ
し
書
に
定
め
る
者
か
ら
当
該
証
明
書
に
相
当
す

る
書
面
の
交
付
を
受
け
た
場
合
を
含
む
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
項

の
測
定
記
録
表
（
排
出
水
）
へ
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
十
条
～
第
十
三
条 

（
略
） 

第
十
四
条
～
第
十
七
条 

（
略
） 

 

（
騒
音
に
係
る
規
制
基
準
等
） 

 

（
騒
音
に
係
る
規
制
基
準
等
） 

第
十
四
条 

条
例
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
騒
音
に
係
る
規
制
基
準
は
、

別
表
第
二
の
二
の
イ
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

２ 

騒
音
の
測
定
方
法
は
、
別
表
第
二
の
二
の
ロ
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

る
。 

第
十
八
条 

条
例
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
騒
音
に
係
る
規
制
基
準
は
、

別
表
第
三
の
二
の
イ
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

２ 

騒
音
の
測
定
方
法
は
、
別
表
第
三
の
二
の
ロ
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

る
。 

第
十
五
条
～
第
十
七
条 

（
略
） 

第
十
九
条
～
第
二
十
一
条 

（
略
） 

（
立
入
検
査
の
身
分
証
明
書
） 

第
十
八
条 

条
例
第
四
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
立
入
検
査
を
す
る
職

員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
は
、
立
入
検
査
等
を
す
る
職
員
の
携

帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
（
様
式
第
六
号
）
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
立
入
検
査
の
身
分
証
明
書
） 

第
二
十
二
条 

条
例
第
四
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
立
入
検
査
を
す
る

職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
は
、
立
入
検
査
等
を
す
る
職
員
の

携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
（
様
式
第
七
号
）
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
十
九
条 

（
略
） 

第
二
十
三
条 

（
略
） 

（
削
除
） 

別
表
第
一
（
第
四
条
、
第
九
条
、
第
十
条
、
第
十
一
条
関
係
） 

 

ば
い
煙
に
係
る
特
定
施
設
及
び
排
出
基
準 

 

特 

定 

施 

設 
排 

出 

基 

準
（ 

許 

容 

限 

度 

） 

施
設 

規
模
又

は
能
力 

ば
い
じ
ん 

い
お
う
酸
化
物 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

備
考 

（
略
） 

 

 
 

別
表
第
一
（
第
四
条
、
第
八
条
、
第
九
条
関
係
）
（
略
） 

別
表
第
二
（
第
四
条
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
関
係
）
（
略
） 

 
 

別
表
第
二
（
第
四
条
、
第
十
四
条
関
係
）
（
略
） 

別
表
第
三
（
第
四
条
、
第
十
八
条
関
係
）
（
略
） 

 
 

別
表
第
三
（
第
五
条
関
係
） 

別
表
第
四
（
第
五
条
関
係
） 

届
出
の
種
類 

届 

出 

書 

添 

付 

書 

類 

一 

特
定
施
設
の

設
置
の
届
出 

（
条
例
第
七

条
第
一
項
） 

 

経
過
措
置
に

伴
う
届
出 

（
条
例
第
八

条
第
一
項
） 

 

条
例
第
七
条

第
一
項
第
四

号
及
び
第
五

号
に
掲
げ
る

汚
水
に
係
る
特
定
施

設
設
置
・
使
用
・
構

造
等
変
更
届
出
書 

（
様
式
第
一
号
そ
の

一
） 

イ 

汚
水
に
係
る
特
定
施
設
及

び
こ
れ
に
関
連
す
る
主
要
機

械
又
は
主
要
装
置
の
配
置
図 

ロ 

汚
水
に
係
る
特
定
施
設
の

設
置
場
所
を
示
す
図
面 

ハ 

汚
水
に
係
る
特
定
施
設
を

含
む
操
業
の
系
統
の
概
要
図 

ニ 

汚
水
処
理
施
設
の
設
置
場

所
を
示
す
図
面 

ホ 

汚
水
等
の
処
理
の
系
統
の

概
要
図 

ヘ 

汚
水
等
の
集
水
及
び
汚
水

処
理
施
設
ま
で
の
導
水
の
方

法
を
示
す
図
面 

届
出
の
種
類 

届 

出 

書 

添 

付 

書 

類 

一 

特
定
施
設
の

設
置
の
届
出 

（
条
例
第
七

条
第
一
項
） 

 

経
過
措
置
に

伴
う
届
出 

（
条
例
第
八

条
第
一
項
） 

 

条
例
第
七
条

第
一
項
第
四

号
及
び
第
五

号
に
掲
げ
る

ば
い
煙
に
係
る
特
定

施
設
設
置
・
使
用
・

構
造
等
変
更
届
出
書 

（
様
式
第
一
号
そ
の

一
） 

イ 

ば
い
煙
に
係
る
工
場
又
は

事
業
場
の
位
置
図
（
付
近
図

を
含
む
。
）
及
び
特
定
施
設

の
設
置
図 

ロ 

ば
い
煙
発
生
施
設
の
構
造

概
要
図 

ハ 

ば
い
煙
の
発
生
及
び
ば
い

煙
の
処
理
に
係
る
操
業
の
系

統
の
概
要
図 

ニ 

ば
い
煙
処
理
施
設
の
構
造

図
と
そ
の
主
要
寸
法
を
記
入

し
た
概
要
図 

ホ 

煙
道
に
排
出
ガ
ス
の
測
定

箇
所
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場



 

改 

正 

後 
 

改 

正 

前 

特
定
施
設
の

構
造
等
の
変

更
の
届
出 

（
条
例
第
九

条
第
二
項
） 

ト 

工
場
排
水
等
の
公
共
用
水

域
へ
の
排
出
の
方
法
を
示
す

図
面 

騒
音
に
係
る
特
定
施

設
設
置
・
使
用
・
種

類
ご
と
の
数
の
変
更

届
出
書 

（
様
式
第
一
号
そ
の

二
・
そ
の
三
） 

イ 

騒
音
に
係
る
工
場
又
は
事

業
場
の
付
近
の
見
取
図 

ロ 

騒
音
に
係
る
工
場
又
は
事

業
場
の
建
物
の
配
置
図 

ハ 

騒
音
に
係
る
特
定
施
設
の

設
置
場
所
を
示
す
図
面 

二～四 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

特
定
施
設
の

構
造
等
の
変

更
の
届
出 

（
条
例
第
九

条
第
二
項
） 

合
は
、
そ
の
場
所
を
示
す
図

面 

汚
水
に
係
る
特
定
施

設
設
置
・
使
用
・
構

造
等
変
更
届
出
書 

（
様
式
第
一
号
そ
の

二
） 

イ 

汚
水
に
係
る
特
定
施
設
及

び
こ
れ
に
関
連
す
る
主
要
機

械
又
は
主
要
装
置
の
配
置
図 

ロ 

汚
水
に
係
る
特
定
施
設
の

設
置
場
所
を
示
す
図
面 

ハ 

汚
水
に
係
る
特
定
施
設
を

含
む
操
業
の
系
統
の
概
要
図 

ニ 

汚
水
処
理
施
設
の
設
置
場

所
を
示
す
図
面 

ホ 

汚
水
等
の
処
理
の
系
統
の

概
要
図 

ヘ 

汚
水
等
の
集
水
及
び
汚
水

処
理
施
設
ま
で
の
導
水
の
方

法
を
示
す
図
面 

ト 

工
場
排
水
等
の
公
共
用
水

域
へ
の
排
出
の
方
法
を
示
す

図
面 

騒
音
に
係
る
特
定
施

設
設
置
・
使
用
・
種

類
ご
と
の
数
の
変
更

届
出
書 

（
様
式
第
一
号
そ
の

三
・
そ
の
四
） 

イ 

騒
音
に
係
る
工
場
又
は
事

業
場
の
付
近
の
見
取
図 

ロ 

騒
音
に
係
る
工
場
又
は
事

業
場
の
建
物
の
配
置
図 

ハ 

騒
音
に
係
る
特
定
施
設
の

設
置
場
所
を
示
す
図
面 

二～四 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 
 

 



改 正 後 改 正 前 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第1号(その1)(第5条関係) 

 

ばい煙に係る特定施設 
設 置 

使 用 

構造等変更 

届出書 

 

年  月  日       

 

     福 岡 県 知 事   殿 

 

届出者       住 所                 

氏 名                 

                (記名押印又は署名)      

  法人にあっては法人名

及 び 代 表 者 氏 名 

担当者                 

T E L                 

 

      福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例第7条第1項・第8条第1項・第9条第2項の規     

定により、特定施設の設置・使用・構造等変更について、次のとおり届け出ます。 

工場又は事業場の名称 
  

※整 理 番 号 
  

工場又は事業場の所在地 
  

※受理年月日 年  月  日 

特 定 施 設 の 種 類 
  

※施 設 番 号 
  

特 定 施 設 の 構 造 

別紙1のとおり。 

※審 査 結 果 
  

特定施設の使用の方法 

※備 考 

  

ば い 煙 の 処 理 の 方 法 別紙2のとおり。 

備考 1 工場又は事業場の位置図(付近図を含む。)及び特定施設の設置図を添付すること。 

        2 ※印の欄には記載しないこと。 

        3 用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4とすること。 

        4 変更届出については、変更前、変更後の内容を対照させるものとする。 

 

 

 



 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙1 
 

特定施設の構造及び使用の方法 
 

工場又は事業場における施設番号 
    

名 称 及 び 形 式 
    

着 手 予 定 年 月 日 年    月    日 年    月    日 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 年    月    日 年    月    日 

規模 

伝 熱 面 積(m2) 
    

バーナーの燃料の燃焼能力 

(重 油 換 算 l／h) 

    

使 用 状 況 

1日の使用時間及

び月使用日数等 

時～   時 

時間／回  回／日  日／月 

時～   時 

時間／回  回／日  日／月 

季 節 変 動 
    

燃 料 又 は 電 力 

種 類 
    

燃料中の成分割合 

(％) 
灰分 

いお

う分 

  
灰分 

いお

う分 

  

発 熱 量 
    

通 常 の 使 用 量 

(l／h) 

    

混 焼 割 合 
    

排 出 ガ ス 量(Nm 3／h) 最大     通常 最大     通常 

排 出 ガ ス 温 度 (℃ ) 
    

ば い 煙 の 濃 度 ばいじん(g／Nm3) 最大     通常 最大     通常 

ば い 煙 量 
い お う 酸 化 物 

(Nm3／h) 
最大     通常 最大     通常 

参 考 事 項 
      

備考 1 特定施設の構造概要図を添付すること。概要図には、主要寸法を記入すること。 

    2 ばい煙の濃度は、乾きガス中の濃度とすること。 

    3 ばい煙の濃度は、ばい煙処理施設がある場合は、処理後の濃度とすること。 

    4 ばい煙の排出状況に著しい変動のある施設については、参考事項の欄に一工程中の排出量の変動の状況

を記載すること。 

 



 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙2 

ばい煙の処理の方法 

 

ば い 煙 処 理 施 設 の 工 場又は事

業 場 に お け る 施 設 番 号 

    

処理に係る特定施設の工場又は事業場に

お け る 施 設 番 号 

    

ばい煙処理施設の種類、名称及び形式     

工 事 着 手 予 定 年 月 日 年    月    日 年    月    日 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 年    月    日 年    月    日 

処

理

能

力 

排 出 ガ ス 量 

(Nm3／h) 

最 大     

通 常     

排 出 ガ ス 温 度 

(℃) 

処 理 前     

処 理 後     

ば
い
煙
の
濃
度 

ば い じ ん 

(g／Nm3) 

最

大 

処 理 前     

処 理 後     

通

常 
処 理 前     

処 理 後     

ば
い
煙
量 

いおう酸化

物 

(Nm3／h) 

最

大 

処 理 前     

処 理 後     

通

常 

処 理 前     

処 理 後     

捕 集 効 率 (％ ) 
ば い じ ん     

い お う 酸 化 物     

使
用
状
況 

1日の使用時間及び月使用日数等 

時～     時 

時間／回  回／日  日／

月 

時～     時 

時間／回  回／日  日／

月 

季 節 変 動 の 有 無 及 び そ の 概 要     

煙突、フード等の大きさ(高さ×頂口径)     

排 出 速 度 ( m ／ s )     

備考 ばい煙処理施設の構造図とその主要寸法を記入した概要図、ばい煙の発生及びばい煙の処理に係る操業の系

統の概念図並びに煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合はその場所を示す図面を添付すること。 



 

様式第1号(その1)(第5条関係) 

 

汚水に係る特定施設 

設 置 

使 用 

構造等変更 

届出書 

 

年  月  日       

 

      福 岡 県 知 事   殿 

 

届出者       住 所                 

氏 名                 

                (記名押印又は署名)      

  法人にあっては法人名

及 び 代 表 者 氏 名 

担当者             

T E L             

 

      福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例第7条第1項・第8条第1項・第9条第2項の規     

定により、特定施設の設置・使用・構造等変更について、次のとおり届け出ます。 

工場又は事業場の名称 
  

※整 理 番 号 
  

工場又は事業場の所在地 
  

※受 理 年 月 日 年  月  日 

特 定 施 設 の 種 類 
  

※施 設 番 号 
  

△特 定 施 設 の 構 造 別紙1のとおり。 ※審 査 結 果 
  

△特定施設の使用の方法 別紙2のとおり。 

※備 考 

  

△汚水 等 の 処理 の 方 法 別紙3のとおり。 

△排出水の汚染状態及び量 

別紙4のとおり。 

△用水 及 び 排水 の 系 統 

備考 1 △印の欄の記載については、別紙によるものとし、かつ出来る限り図面、表等を利     
用すること。 

        2 ※印の欄には記載しないこと。 
        3 用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4とすること。 

        4 変更届出については、変更前、変更後の内容を対照させるものとする。 

別紙１～４ （略） 

 

様式第1号(その2)(第5条関係) 

 

汚水に係る特定施設 

設 置 

使 用 

構造等変更 

届出書 

 

年  月  日       

 

      福 岡 県 知 事   殿 

 

届出者       住 所                 

氏 名                 

                (記名押印又は署名)      

  法人にあっては法人名

及 び 代 表 者 氏 名 

担当者             

T E L             

 

      福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例第7条第1項・第8条第1項・第9条第2項の規     

定により、特定施設の設置・使用・構造等変更について、次のとおり届け出ます。 

工場又は事業場の名称 
  

※整 理 番 号 
  

工場又は事業場の所在地 
  

※受 理 年 月 日 年  月  日 

特 定 施 設 の 種 類 
  

※施 設 番 号 
  

△特 定 施 設 の 構 造 別紙1のとおり。 ※審 査 結 果 
  

△特定施設の使用の方法 別紙2のとおり。 

※備 考 

  

△汚水 等 の 処理 の 方 法 別紙3のとおり。 

△排出水の汚染状態及び量 

別紙4のとおり。 

△用水 及 び 排水 の 系 統 

備考 1 △印の欄の記載については、別紙によるものとし、かつ出来る限り図面、表等を利     
用すること。 

        2 ※印の欄には記載しないこと。 
        3 用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4とすること。 

        4 変更届出については、変更前、変更後の内容を対照させるものとする。 

別紙１～４ （略） 



 

様式第1号(その2)(第5条関係) 

騒音に係る特定施設の 
設 置 

使 用 
届出書 

 

年  月  日       

 

     福 岡 県 知 事   殿 

 

届出者       住 所                 

氏 名                 

                (記名押印又は署名)      

  法人にあっては法人名

及 び 代 表 者 氏 名 

担当者                 

T E L                 

 

      福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例第7条第1項・第8条第1項の規定により、特     

定施設の設置・使用について、次のとおり届け出ます。 

工 場 又 は 事 業 場 の 名 称   ※整 理 番 号   

工場又は事業場の所在地   ※受理年月日 年  月  日 

工場又は事業場の事業内容   ※施 設 番 号   

資本の額又は出資の総額   ※審 査 結 果   

常 時 使 用 す る 従 業 員 数   

※備 考 

  

特 定 施 設 の 種 類   

特定施設の種類ごとの数等 

別紙のとおり。 

騒 音 防 止 の 方 法 

備考 1 特定施設の種類の欄には、福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則別表第2に

掲げる記号及び名称を記載すること。 

        2 工場又は事業場の付近の見取図及び建物の配置図並びに特定施設の設置場所を示す図面を

添付すること。 

        3 ※印の欄には記載しないこと。 

        4 用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4とすること。 

        5 変更届出については、変更前、変更後の内容を対照させるものとする。 

 

 

 

様式第1号(その3)(第5条関係) 

騒音に係る特定施設の 
設 置 

使 用 
届出書 

 

年  月  日       

 

     福 岡 県 知 事   殿 

 

届出者       住 所                 

氏 名                 

                (記名押印又は署名)      

  法人にあっては法人名

及 び 代 表 者 氏 名 

担当者                 

T E L                 

 

      福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例第7条第1項・第8条第1項の規定により、特     

定施設の設置・使用について、次のとおり届け出ます。 

工 場 又 は 事 業 場 の 名 称   ※整 理 番 号   

工場又は事業場の所在地   ※受理年月日 年  月  日 

工場又は事業場の事業内容   ※施 設 番 号   

資本の額又は出資の総額   ※審 査 結 果   

常 時 使 用 す る 従 業 員 数   

※備 考 

  

特 定 施 設 の 種 類   

特定施設の種類ごとの数等 

別紙のとおり。 

騒 音 防 止 の 方 法 

備考 1 特定施設の種類の欄には、福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則別表第3に

掲げる記号及び名称を記載すること。 

        2 工場又は事業場の付近の見取図及び建物の配置図並びに特定施設の設置場所を示す図面を

添付すること。 

        3 ※印の欄には記載しないこと。 

        4 用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4とすること。 

        5 変更届出については、変更前、変更後の内容を対照させるものとする。 

 

 



 

様式第1号(その3)(第5条関係) 

 

騒音に係る特定施設の種類ごとの数の変更届出書 

 

年  月  日       

 

      福 岡 県 知 事   殿 

 

届出者       住 所                 

氏 名                 

                (記名押印又は署名)      

  法人にあっては法人名

及 び 代 表 者 氏 名 

担当者                 

T E L                 

 

      福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例第9条第2項の規定により、特定施設の種類     

ごとの数の変更について、次のとおり届け出ます。 

工 場 又 は 事 業 場 の 名 称 
  

※整 理 番 号 
  

工場又は事業場の所在地 
  

※受理年月日 年 月 日 

特 定 施 設 の 種 類 
  

※施 設 番 号 
  

特定施設の種類ごとの数等 

別紙のとおり。 

※審 査 結 果 
  

騒 音 防 止 の 方 法 ※備 考 
  

備考 1 特定施設の種類の欄には、福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則     

別表第2に掲げる記号及び名称を記載すること。 

        2 工場又は事業場の付近の見取図及び建物の配置図並びに特定施設の設置場所を示     

す図面を添付すること。 

        3 ※印の欄には記載しないこと。 

        4 用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4とすること。 

        5 変更届出については、変更前、変更後の内容を対照させるものとする。 

別紙 （略） 

 

様式第２号(第５条関係) （略） 

 

様式第３号(第５条関係) （略） 

 

 

様式第1号(その4)(第5条関係) 

 

騒音に係る特定施設の種類ごとの数の変更届出書 

 

年  月  日       

 

      福 岡 県 知 事   殿 

 

届出者       住 所                 

氏 名                 

                (記名押印又は署名)      

  法人にあっては法人名

及 び 代 表 者 氏 名 

担当者                 

T E L                 

 

      福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例第9条第2項の規定により、特定施設の種類     

ごとの数の変更について、次のとおり届け出ます。 

工 場 又 は 事 業 場 の 名 称 
  

※整 理 番 号 
  

工場又は事業場の所在地 
  

※受理年月日 年 月 日 

特 定 施 設 の 種 類 
  

※施 設 番 号 
  

特定施設の種類ごとの数等 

別紙のとおり。 

※審 査 結 果 
  

騒 音 防 止 の 方 法 ※備 考 
  

備考 1 特定施設の種類の欄には、福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則     

別表第3に掲げる記号及び名称を記載すること。 

        2 工場又は事業場の付近の見取図及び建物の配置図並びに特定施設の設置場所を示     

す図面を添付すること。 

        3 ※印の欄には記載しないこと。 

        4 用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4とすること。 

        5 変更届出については、変更前、変更後の内容を対照させるものとする。 

別紙 （略） 

 

様式第２号(第５条関係) （略） 

 

様式第３号(第５条関係) （略） 

 



様式第４号(第５条関係) （略） 

 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第４号(第５条関係) （略） 

 

様式第５号 削除 

 

 

様式第6号(その1)(第11条関係) 

測 定 記 録 表 (ばい煙) 

 

  ばい煙発生施設の名称及び工場又は事業場における施設番号 

測定年

月日及

び 時 刻 

測定

者 

測定

箇所 

測定

方法 

ばい

煙発

生施

設の

使用

状況 

使用原料

又は燃料

の種類及

びいおう

分  

排出ガス

量 

(Nm3／h) 

いおう酸化

物の量(Nm3

／h) 

いおう酸化

物の濃度(p

pm) 

ばいじん 

(g／Nm3) 

備 考 

平

均 

最

大 

平

均 

最

大 

平

均 

最

大 

平

均 

最

大 

                              

備考 使用原料又は燃料のいおう分(％)の記載にあたっては、重量比％又は容量比％の別を明らかにすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第5号(第9条関係) 

測 定 記 録 表 (排出水) 

 

測定年

月日及

び時刻 

測 定 場 所 
特定施

設の使

用状況 

採水

者 

分析

者 

測 定 項 目 

備 考 
                

名 称 

排水量 

(m3／

日) 

                              

備考 採水の年月日と分析の年月日が異なる場合には、備考欄にこれを明示すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第6号(その2)(第14条関係) 

測 定 記 録 表 (排出水) 

 

測定年

月日及

び時刻 

測 定 場 所 
特定施

設の使

用状況 

採水

者 

分析

者 

測 定 項 目 

備 考 
                

名 称 

排水量 

(m3／

日) 

                              

備考 採水の年月日と分析の年月日が異なる場合には、備考欄にこれを明示すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第6号(第18条関係) 

(第1面) 

   第   号 

立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書 

  職 名 

 

  氏 名 

 

  生年月日     年  月  日生 

写

真 

  

   年  月  日交付 

   年  月  日限り有効 

 

 

  福 岡 県 知 事          印 

(第2面) 

  この証明書を携帯する者は、下表に掲げる法令の条項のうち、該当の有無の欄に丸

印のある法令の条項により立入検査等をする職権を有するものです。 

  法 令 の 条 項 該当の有無   

    

    

    

    

    

    

    

  

備考 1 この証明書は、用紙1枚で作成することとする。 

        2 法令の条項の欄に、この証明書を使用して行う立入検査等に係る法令の条項を記載     

すること。 

        3 該当の有無の欄に、立入検査等をする職権を有する場合は「○」を、有しない場合     

は「―」を記載すること。 

        4 記載する法令の条項の数に応じて、行を適宜追加すること。第2面については、そ     

の全部又は一部を裏面に記載することができる。 

        5 裏面には、参照条文を記載することができる。 

 
 

 

様式第7号(第22条関係) 

(第1面) 

   第   号 

立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書 

  職 名 

 

  氏 名 

 

  生年月日     年  月  日生 

写

真 

  

   年  月  日交付 

   年  月  日限り有効 

 

 

  福 岡 県 知 事          印 

(第2面) 

  この証明書を携帯する者は、下表に掲げる法令の条項のうち、該当の有無の欄に丸

印のある法令の条項により立入検査等をする職権を有するものです。 

  法 令 の 条 項 該当の有無   

    

    

    

    

    

    

    

  

備考 1 この証明書は、用紙1枚で作成することとする。 

        2 法令の条項の欄に、この証明書を使用して行う立入検査等に係る法令の条項を記載     

すること。 

        3 該当の有無の欄に、立入検査等をする職権を有する場合は「○」を、有しない場合     

は「―」を記載すること。 

        4 記載する法令の条項の数に応じて、行を適宜追加すること。第2面については、そ     

の全部又は一部を裏面に記載することができる。 

        5 裏面には、参照条文を記載することができる。 

 
 

 


